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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年９月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成３０年９月２２日 ２３時５０分ごろ 

発生場所 島根県浜田市浜田港 

 浜田漁港西防波堤灯台から真方位０５４°２９０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５３.８′ 東経１３２°０３.５′） 

事故の概要 遊漁船千
ち

優
ひろ

丸は、入港中、防波堤に衝突した。 

千優丸は、釣り客４人が負傷し、船首部に破損を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質、 

機関、出力、進水等 

 

遊漁船 千優丸、３.６トン 

２８１－３７６３２島根、個人所有 

１１.２９ｍ（Lr）×２.９１ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３０６kＷ、平成１２年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２０年５月７日 

  免許証交付日 平成３０年５月２１日 

         （令和５年５月２０日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ４人(釣り客） 

 損傷 本船 船首部に破損 

防波堤 なし 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、釣り客５人を乗せ、遊漁の目的

で、平成３０年９月２２日１７時００分ごろ浜田市馬島北方沖の釣り場

に向けて浜田港を出港した。 

 本船は、釣り場に着いて遊漁を行った後、２３時２０分ごろ帰途につ

き、浜田市矢
や

箆
な

島南方沖を東進中、主機冷却清水温度上昇警報ランプが

点灯し、冷却清水温度計の針が赤色帯にあったので減速して約１２ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって航行を

続けた。 
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 本船は、浜田港の沖防波堤と西沖防波堤間を通航した後、北防波堤と

西内防波堤間に向けて左転しようとしたものの出港船がいたので、船長

がいつもより右舷寄りの西内沖防波堤北端沖約５ｍを通航しようと針路

を取った。 

本船は、船長が、減速したにもかかわらず主機冷却清水温度上昇警報

ランプが消灯しなかったので、主機がオーバーヒートするのではないか

と思い、舵輪の右前方にある同ランプと冷却清水温度計を見ながら操船

していたところ、２３時５０分ごろ船首が西内防波堤北端に衝突した。 

 船長は、衝突後、釣り客のけがの有無を確認して帰港した後、友人に

依頼して負傷した釣り客４人を病院へ搬送した。 

釣り客４人は、全身打撲、頸
けい

椎捻挫等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の損傷状況、写真２ 

本船の損傷状況（船首部） 参照） 

 その他の事項 本船は、８月中旬に３回ほど主機冷却清水温度上昇警報ランプが点

灯したことがあり、その際速度を約２５kn から約１２kn に落とした

ところ、同ランプが消灯した。 

本船は、８月末から９月初旬にかけて主機の冷却海水管及び冷却海

水ポンプのインペラの交換、キングストン弁の清掃等を行い、その後

２～３回の試運転でも異常が認められなかった。 

本船は、本事故後、機関整備業者が冷却清水のサーモスタットと温度

検出部を交換したところ、異常は認められなくなった。 

船長は、本事故時、左手で舵輪を持ち、舵輪の右前方にある主機冷却

清水温度上昇警報ランプや主機冷却清水温度計を見て操船していたの

で、体勢が無意識のうちに少し右舵を取る状態となり、西内防波堤北端

に向かって航行したと、本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、浜田港において入港中、船長が、主機冷却清水温度上昇警

報ランプ及び主機冷却清水温度計に意識を向けていたことから、西内防

波堤北端に向かっていることに気付かず、同防波堤北端に衝突したもの

と考えられる。 

 本船は、船長が、左手で舵輪を持ち、舵輪の右前方にある主機冷却清

水温度上昇警報ランプや主機冷却清水温度計を見ながら操船していたこ

とから、体勢が無意識のうちに少し右舵を取る姿勢となり、西内防波堤

北端に向かって航行した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が浜田港において入港中、船長が、主機冷却

清水温度上昇警報ランプ及び主機冷却清水温度計に意識を向けていたた

め、西内防波堤北端に向かっていることに気付かず、同防波堤北端に衝
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突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、特定の対象物に意識を集中することなく、見張りを常時

適切に行うこと。 

・船長は、針路の保持に務めること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

事故発生場所 
（平成３０年９月２２日 ２３時５０分ごろ発生） 

本船 

浜田漁港 
西沖防波堤灯台 

島根県浜田市 

港界線 

馬島 

浜田港 

港界線 

西内防波堤 

西防波堤 

沖防波堤 

矢箆島 

釣り場 

主機冷却清水温度上昇警報 
ランプが点灯した場所 

係留場所 

北防波堤 



- 5 - 

  

写真１ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件物揚岸壁 

 

 

写真２ 本船の損傷状況（船首部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所 


